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秋田県電気工事工業組合 ニュースレター 
 

 

 

  県工組とポリテクセンター秋田（潟上市天王）は、組合員の事業所における人材育成

と能力開発を進めることを目的として「電気工事分野人材育成研究会」を、８月２６日

に立ち上げました。 

  今後、次のような流れで進めて行く予定です。 

 

①組合員（事業所）向けアンケートを実施 

 【アンケート内容】・従業員に対する教育訓練などの実施状況 

・従業員の育成したい能力や技術 …など 

          ・必要に応じて個別にヒアリングを実施 

時 期 

R7年 

9月～10月 

   ⇩ 
②アンケート結果を踏まえた人材育成プランを作成 

   ⇩ 
③組合員向けのオーダーセミナー（研修コース）を実施 

 ・ニーズに応じた複数のコースを設定 

 ・会場はポリテクセンター秋田（予定） 

時 期 

R8年 

7月～10月 

   ⇩ 
④研修実施後の検証と、今後の取り組みに向けた改善点の検討 

 

 

 【研究会メンバー】 

   吉川 修（秋田支部）  佐々木久史（本荘支部） 

   髙橋翔太（大曲支部）  河村 圭 （秋田支部） 

   秋山信也（事務局長）  ポリテクセンター秋田（所長、職業訓練指導員） 

 

   組合員の皆様へ（お願い）！ 
 

   上記①の「組合員（事業所）向けアンケート」を、９月１２日に組合員全員に一 

斉発送（郵送）いたしました。 

   ５分程度で回答できる簡単なアンケートですので、皆様からのご協力をお願いし 

ます。回答期限は９月３０日（火）までです。 

 

 

 

 

  電気工事の積算に関する知識の習得と、電気設備費の構成・積算を行う際の手順に関

する技術を習得するセミナーです。ＷＥＢ(Teams)と通所を組み合わせて行います。 

  ▶申し込みは → https://www3.jeed.go.jp/akita/poly/zaishoku/index.html 

 

  【日 程】ＷＥＢ講習 10月 16日(木)・17日(金) ※両日とも 13時～17時 

       通 所 講 習 10月 24日(金) ※13時～17時、ポリテクセンター秋田にて 

  【受講料】税込み 6,500円      問合せは、ポリテクセンター秋田(018-873-8038)へ。  

秋田県電気工事分野人材育成研究会を立ち上げました 

ポリテクセンター主催セミナー「電気設備における積算技術」のご案内 

https://www3.jeed.go.jp/akita/poly/zaishoku/index.html
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Ｇ-Ｍａｐが廃止されます 
 

現在、内線工事店や小売電気事業者が電気使用申込みの際（契約センターシステムを

使用することが可能な場合）に利用している「Ｇ-Ｍａｐ」が、令和８年３月末で廃止さ

れることになりました。 
 

  Ｇ-Ｍａｐを使った 

付近図・使用区域図の作成例 

 

 

 

 

 

 

 

このため、廃止後は「よりそう電柱サーチ※下記参照」を契約するか、付近図を自前で作

成して契約センターシステムに登録するかのどちらかになります。 

本件については、９月下旬に東北電力ネットワーク(株)からＧ-Ｍａｐ利用者あてに、

通知文書が郵送される予定です。 

 

  【よりそう電柱サーチ】 

東北電力ネットワーク管内の、約 370万基の電柱と鉄塔の位置情報を表示するＷＥ

Ｂサービスです。電柱番号等による位置検索やルート案内がパソコンやスマートフォ

ンから可能となっています。 

料金は月額 1,980円（税込み）ですが、令和７年１０月から令和８年３月までに申

し込むと、お試しサービスとして最大３か月無償で利用できます。 

 

 

 

 

▼第三者損害賠償制度 

 作業中または作業完成後に発生した業務上の事故により、第三者の身体や財産に損害

を与えた場合の損害を補償します。組合加入のスケールメリットを生かした格安の賠償

制度です。 

 事故例が多様化・複雑化していることから、より幅広い事故に対応するワイドプラン

へ加入する組合員が増えています。 
加入手続きについては、組合にご相談ください。 

 【基本プランの補償対象】  

①作業中の事故、②預かっているものに対する事故（現場内）、③作業完成後の事故 

 【ワイドプランの補償対象】 

①～③に加え、④財物損壊を伴わない使用不能損害、⑤引渡し後の生産物自体の損害 

⑥人格権の損害（④～⑥は公共工事等の発注者から付帯を要請されることが多い） 

⑦請負業者間の事故（FULL-WAY）、⑧支給材などの受託物の工事現場外の事故 

 

 

お知らせ 

万一の事故への対応は万全ですか？「補償制度のご紹介」 

 


